








（公 印 省 略） 
第２号様式（第５条関係） 
 

社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補助金交付決定兼確定通知書 
 

第          号 
年  月  日 

 
                     殿 
 
                                             大分県知事 
 
        年    月    日付けで交付申請のあった社会福祉施設等物価高騰対策緊急

支援補助金については、下記のとおり交付決定（確定）したので、社会福祉施設等物

価高騰対策緊急支援補助金交付要綱第５条の規定により通知します。 
 

記 
 
 １ 補助金の交付決定額     金           円 
 
 ２ 補助金の交付確定額     金           円 
 
 ３ 補助条件 
 （１）補助事業を中止し、又は廃止する場合は、知事の承認を受けること。 
  （２）補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合は、速やかに知事に報告し、その指示を受けること。 
  （３）補助金の交付目的に反して使用しないこと。 
  （４）この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳、金銭（預金）出納

簿等の帳簿及び契約書、領収書等の証拠書類は補助事業が完了した日の属する

年度の翌年度から起算して５年間整備保管すること。 
 （５）事業の実施主体は、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する

法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下

同じ。）又は暴力団（同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ）

若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者であってはならない。 
 （６）その他、大分県補助金等交付規則、社会福祉施設等物価高騰対策緊急支援補

助金実施要領の定めに従うこと。 


